
 

地方独立行政法人加古川市民病院機構 年度評価実施要領 

 

平成 30年７月 25日 

福祉部長決定 

 

 

地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号。以下「法」という。）第 28条

の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法人」という。）

の毎事業年度の終了後、当該事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下「年

度評価」という。）を実施するにあたっては、「地方独立行政法人加古川市民病

院機構の業務実績に関する評価の基本方針（平成 30年７月 25日決定）」を踏ま

えながら、この年度評価実施要領に基づき行うものとする。 

 

１ 評価方法 

年度評価は、毎事業年度終了後３月以内に法人から提出される当該事業年

度の業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした

報告書（以下「実績報告書」という。）等をもとに、法人からの意見聴取を踏

まえて業務の実施状況を確認及び分析し、別表１のとおり小項目評価及び大

項目評価で構成される「項目別評価」並びに「全体評価」により行う。なお、

小項目評価及び大項目評価の評価項目は、別表２で定める項目とする。 

また、評価を行うときは、あらかじめ、地方独立行政法人加古川市民病院

機構評価委員会（以下「評価委員会」という。）から意見を聴取する。 

 

２ 法人による自己評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

法人は、毎事業年度の年度計画に掲げる「第２から第５」の事項の小

項目評価の評価項目ごとに、年度計画の実施状況や達成状況を正確に記

載するとともに、別表３による自己評価を行い、実績報告書を作成する。 

また、年度計画の実施状況等については、法人として、年度計画に目

標値がある場合はその達成度を、定性的な目標の場合は具体的な業務実

績や成果を把握した上で記載する。年度計画にない特色ある取組につい

ては、特記事項として記載するとともに、年度計画を達成できなかった

場合における理由その他今後の課題についても明らかにする。 

イ 大項目評価 

法人は、小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項

目ごとの評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容を考慮し、年

度計画に掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及び中期計画

の達成に向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表４による評

価を行う。 

参考資料４ 



 

（２）全体評価 

法人は、項目別評価の結果から別表５の評点の配分比率に応じて算出

される全体の評価点を踏まえ、中期目標及び中期計画の達成に向けた全

体的な進捗状況又は達成状況について、別表５による評価により総合的

な自己評価を行う。 

 

３ 評価委員会による評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

  実績報告書及び法人への意見聴取に基づき、法人の業務実績、自己評

価、前年度実績との比較などを検証し、年度計画の小項目ごとの達成状

況について確認及び分析し、別表３による評価を行う。 

イ 大項目評価 

    小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項目ごとの

評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容を考慮し、年度計画に

掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及び中期計画の達成に

向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表４による評価を行う。

評価の際に考慮した事項及び判断理由も記載する。 

 

４ 市長による評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

実績報告書及び法人への意見聴取並びに評価委員会評価に基づき、法 

人の業務実績、自己評価、前年度実績との比較などを検証し、年度計画

の小項目ごとの達成状況について確認及び分析し、別表３による評価を

行う。 

イ 大項目評価 

小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項目ごとの 

評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容及び評価委員会評価を

考慮し、年度計画に掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及

び中期計画の達成に向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表

４による評価を行う。評価の際に考慮した事項及び判断理由も記載する。 

（２）全体評価 

項目別評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて算出される全体

の評価点を踏まえ、中期目標及び中期計画の全体的な進捗状況又は達成状

況について、別表５による評価及び記述式による評価を行う。 

全体評価においては、中期目標及び中期計画の達成状況について総合的

な視点から評価するとともに、業務運営の改善や効率化等の特色ある取組

や工夫、財務内容の改善その他の中期計画及び年度計画に記載していない

事項であっても地域医療の充実などに寄与する取組について積極的に評価



 

することとする。 

また、評価には、法人への提言及び業務改善等の指摘などを付す。 

 

５ 評価委員会及び市長による評価にかかる留意事項 

（１）業務実績に目標値がある場合はその達成状況を、定性的な目標の場合は

具体的な業務実績や成果を把握した上で、計画を達成するために効果的な

取組が行われているかどうかなど、単に数値だけで判断するのでなくその

質についても考慮し、適正に評価を行う。 

（２）業務実績に影響を及ぼした要因についても考慮し、計画と実績の乖離に

ついて、その妥当性等を検証した上で、評価を行う。 

（３）評価委員会の評価が法人の自己評価と判断が異なる場合並びに市長の評

価が法人の自己評価及び評価委員会の評価と判断が異なる場合は、その判

断理由等を示すほか、必要に応じ特筆すべき事項を記載する。 

 

６ その他 

（１）実績報告書の様式は、様式１のとおりとする。 

（２）本実施要領については、法人を取り巻く環境の変化などを踏まえ、必要 

に応じて見直しを行う。 

（３）中期目標期間の最終事業年度の年度評価と中期目標期間に係る業務の実

績に関する評価とを同時期に行う場合は、年度評価の項目別評価及び全体

評価を省略することができる。 

 



 

別表１ 年度評価における評価項目 

区分 評価項目 

項目別評価  

 小項目評価 

 

年度計画に対する小項目及び小項目に記載されている取組事項ご 

との達成状況 

大項目評価 中期目標及び中期計画に対する次の４項目ごとの進捗状況 

１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３ 財務内容の改善に関する事項 

４ その他業務運営に関する重要事項 

全体評価 年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況 

備考 

 １ 年度評価は、小項目評価の結果を基に、大項目評価、全体評価の結果を順次導くこ

とを基本とする。 

２ 小項目評価は、原則、中期計画の小項目に対して年度計画に記載されている事項を

評価項目とするが、小項目がないものは中項目を評価項目とする。 

 ３ 中期計画に掲げる第６から第 10に係る項目（予算等、短期借入金、財産処分、剰余

金、料金に関する事項）に対する年度計画の実績については、経常収支の改善を評価

項目とし、第 11に係る項目（規則で定める業務運営に関する事項）に対する年度計画

の実績については、業務運営の改善及び効率化に関する事項及び財務内容の改善に関

する事項について評価する際の参考資料として、項目別評価における評価項目とはし

ない。 

 

 



 

別表２ 評点の配分比率 

中期計画・年度計画に定める項目  配分比率（％） 

大項目 中項目 
小項目 

（小項目評価の評価項目） 

小 中 大 

ａ ｂ ｃ 

１ 住民に

対して提供

するサービ

スその他の

業務の質の

向上に関す

る事項 

１ 市民病院と

して果たすべ

き役割の発揮 

(１) 救急医療への対応 ３ 

１２ 

４８ 

(２) 災害時等の医療協力 ３ 

(３) 予防医療の提供 ３ 

(４) 地域の医療機関との連携強化 ３ 

２ 高度・専門

医療の提供及

び医療水準の

向上 

(１) 高度・専門医療への取組 ３ 

１２ 

(２) 総合診療体制とチーム医療の

充実 
３ 

(３) 専門性及び医療技術の向上 ３ 

(４) 臨床研究及び治験の推進 ３ 

３ 安全で信頼

される医療の

提供 

(１) 医療安全対策の徹底 ３ 

１２ 

(２) 患者とともに進める医療の推

進 
３ 

(３) 患者ニーズに対応したサービ

スの充実 
３ 

(４) わかりやすい情報提供の推進 ３ 

４ 優れた医療

従事者の確保

及び育成 

(１) 優れた医療従事者の確保 ４ 

１２ 
(２) 臨床研修病院としての機能の

発揮 
４ 

(３) 人材育成・教育体制の充実 ４ 

２ 業務運

営の改善及

び効率化に

関する事項 

１ 自律性、機

動性及び透明

性の発揮 

(１) 柔軟で即応性のある組織運営 ３ 

１２ 

２４ 

(２) 経営管理能力の向上 ３ 

(３) 効率的な業務体制の推進 ３ 

(４) 業務管理（リスク管理）の充実 ３ 

２ やりがいを

持てる病院づ

くり 

(１) 職員の満足度の向上 ４ 

１２ (２) 人事制度の効果的な活用 ４ 

(３) 働きやすい職場環境の整備 ４ 

３ 財務内

容の改善に

関する事項 

１ 経営機能の強化 １２ １２ 

２０ 
２ 収益の確保

及び費用の節

減 

(１) 収益の確保 ４ 

８ 
(２) 費用の節減 ４ 

４ その他

業務運営に

関する重要

事項 

１ 新病院整備計画への着実な対応 － － 

８ 

２ 地域社会へ

の貢献 

(１) 実習施設としての役割 ２ 

５ (２) まちづくりへの参画 ２ 

(３) 地域住民との交流 １ 

３ 加古川市の

施策への協力 

(１) 地元農産物等の活用の推進 １ 
３ 

(２) 環境にやさしい病院運営 ２ 

４項目 １１項目 ３１項目 １００％ 

備考 

１ 大項目評価の評価点（X）の算出方法 

・・・（小項目評価の評点×ａ）の大項目内の合計÷ｃ 

２ 全体評価の評価点（Y）の算出方法 

・・・（小項目評価の評点×ａ）の全小項目の合計÷100 



 

別表３ 小項目評価における評価の基準 

項

目 

評価 

(評点) 
コメント 

評価の基準 

数値目標 定性的な取組目標 

小

項

目 

５ 

(５) 

年度計画を大幅に上

回って達成している 

達成度が 120％以上

であるとき 

所期の目的を明らかに上回る優

れた成果等を得たとき 

（特に認める場合） 

４ 

(４) 

年度計画を上回って

達成している 

達成度が 100％以上

120％未満であると

き 

所期の目的を上回る成果等を得

たとき 

（取組事項の全てが「○」） 

３ 

(３) 

年度計画を概ね達成

している 

達成度が 90％以上

100％未満であると

き 

所期の成果等を概ね得たとき 

（主要な取組事項が「○」） 

２ 

(２) 

年度計画を下回って

いる 

達成度が 70％以上

90％未満であるとき 

取り組んではいるが、所期の成

果等を得られなかったとき 

（取組事項の「△」「×」が 60％

以上） 

１ 

(１) 

年度計画を大幅に下

回っている 

達成度が 70％未満で

あるとき 

取組が行われていないとき、又

は重大な改善すべき事項がある

とき 

（特に認める場合） 

小

項

目

内

の

取

組

事

項 

○ 十分達成 
達成度が 100％以上

であるとき 

取組の結果、所期の成果等を得

たとき 

△ やや不十分 

達成度が 70％以上

100％未満であると

き 

取組の結果、十分に所期の成果

等を得られなかったとき 

× 不十分 
達成度が 70％未満で

あるとき 

取組が行われていないとき、又

は所期の成果から著しく乖離し

ているとき 

備考 

 １ 小項目内に複数の取組事項（数値目標を含む）がある場合、取組事項ごとに評価の

基準と照らし合わせた上で、小項目評価は総合的に判断する。 

  ２ 評価に当たっては、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされて

いる事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮する。 

 

 

 

 

 



 

別表４ 大項目評価における評価の基準 

評価 

(評点) 
コメント 評価の基準 

Ｓ 
中期目標・中期計画の達成に向けて、計画を大

幅に上回り、特に評価すべき進捗状況にある。 
４.５ ≦ Ｘ 

Ａ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進ん

でいる。 
３.５ ≦ Ｘ ＜ ４.５ 

Ｂ 
中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に

進んでいる。 
２.５ ≦ Ｘ ＜ ３.５ 

Ｃ 
中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れ

ている。 
１.５ ≦ Ｘ ＜ ２.５ 

Ｄ 
中期目標・中期計画の達成のためには大幅に遅

れている、または重大な改善すべき事項がある。 
Ｘ ＜ １.５ 

備考 

 １ Ｘは、当該大項目内の各小項目評価の評点に別表２の配分比率を加味して導いた評

価点。 

 ２ 評価に当たっては、当該大項目内の各小項目評価の評点から大項目全体を機械的に

判断するだけでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされて

いる事項その他法人を取り巻く諸事情も考慮して行う。 

 

別表５ 全体評価における評価の基準 

評価 コメント 評価の基準 

Ｓ 
中期目標・中期計画の達成に向けて、計画を大

幅に上回り、特に評価すべき進捗状況にある。 
４.５ ≦ Y 

Ａ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進ん

でいる。 
３.５ ≦ Y ＜ ４.５ 

Ｂ 
中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に

進んでいる。 
２.５ ≦ Y ＜ ３.５ 

Ｃ 
中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れ

ている。 
１.５ ≦ Y ＜ ２.５ 

Ｄ 
中期目標・中期計画の達成のためには大幅に遅

れている、または重大な改善すべき事項がある。 
Y ＜ １.５ 

備考 

１ Yは、全ての小項目評価の評点に別表２の配分比率を加味して導いた評価点。 

 ２ 評価に当たっては、小項目評価の評点から機械的に判断するだけでなく、必要に応

じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く

諸事情も考慮して行う。 

 

様式１〔省略〕 


